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社会福祉法人 育生会 よつば苑 

通所介護事業・横浜市通所介護相当サービス 

 運 営 規 程

（事業の実施主体及び目的） 

第１条 社会福祉法人 育生会（以下「法人」という。）が設置運営する社会福祉

法人よつば苑（以下事業所という。）において実施する通所介護事業及

び横浜市通所介護相当サービス（以下「事業」という。）の適正な運営

を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者、要

支援者又は事業対象者（以下、「要介護者等」という。）に対し、事業所

の生活相談員及び看護職員、介護職員、機能訓練指導員（以下「従事者」

という。）が、当該事業所において排泄、食事等の介護、入浴の介助、

その他日常生活上の世話又は支援、機能訓練等の適切な通所介護及び横

浜市通所介護相当サービス（以下、「通所介護等」という。）を提供する

ことを目的とする。 

（運営の方針） 

第２条 要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に

応じた自立した日常生活が営めることができるよう、さらに利用者の社

会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的

負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介

護その他必要な援助を行う。 

２ 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となるこ

との予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 

３ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの

提供に努めるものとする。 

４ 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業

者、介護予防支援事業者、老人介護支援センター、地域包括支援センタ

ー、他の居宅サービス事業者、他の介護予防サービス、その他の保健・

医療福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービ

スを含めた地域における様々な取り組みを行う者等との連携を図り、総

合的サービスの提供に努めるものとする。 

５ 通所介護等の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切

な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者への情報提供を行う。 

６ 前５項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準」（平成１１年厚生省令第３７号）に定める内容を遵守し、事業を

実施するものとする。 

Ｋ－３０１１－１ 承 認 確 認 

制定年月日 ２００７年８月２７日 

改定年月日 ２０２４年４月 １日 
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（事業の運営） 

第３条 通所介護等の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うもの

とし、第三者への委託は行わないものとする。 

（事業所の名称等） 

第４条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

    （１）名称  社会福祉法人 育生会 よつば苑 

    （２）所在地 横浜市保土ヶ谷区狩場町２００番地９ 

（従業者の職種、員数及び職務の内容） 

第５条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

（１）管理者 １名（常勤職員） 

  管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一

元的に行うとともに、法令等において規定されている通所介護等の

実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命

令を行う。 

（２）通所介護従業者 

  生活相談員   ２名（常勤兼務２名） 

  介護職員    ８名（常勤兼務２名・非常勤兼務６名） 

      看護職員    ２名（常勤兼務０名・非常勤兼務２名） 

      機能訓練指導員 ２名（常勤兼務 1名・非常勤兼務１名） 

    通所介護従業者は、通所介護等の業務にあたる。 

    生活相談員は、事業所に対する通所介護等の利用の申し込みに係る調整、

他の通所介護従業者に対する相談、助言及び技術指導を行い、また他の

従業者と協力して通所介護計画及び横浜市通所介護相当サービス計画

書（以下「通所介護計画書等」という。）の作成等を行う。 

    機能訓練指導員は、計画を策定し日常生活を営むのに必要な機能の減退

を防止するための訓練指導、助言及び従事者への指導を行う。 

    看護職員は、健康状態の確認及び介護を行う 

（営業日及び営業時間） 

第６条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

（１）営業日 月曜日から金曜日までとし、祝日も営業する 

ただし、１２月２９日～１月３日までを除く。 

（２）営業時間 午前８時３０分から午後５時３０分 

（３）サービス提供時間 午前９時２０分から午後４時３０分 

（通所介護等の利用定員） 

第７条 利用定員は通所介護及び介護予防通所介護と横浜市通所介護相当サービ

スの利用者を合わせ、原則として１日３０名とする。 

（通所介護等の内容及び提供方法） 
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第８条 通所介護等の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサービス

を行うものとする。 

（１）入浴 

（２）食事の提供 

（３）レクリエーション 

（４）機能訓練 

（５）健康チェック（バイタルチェック等） 

（６）送迎 

（７）相談 

（８）家族指導 

  ２ 通所介護等の提供方法は、次の通りとする。 

（１）事業所は、通所介護等の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申

込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従事者等の勤務体制そ

の他の利用申込者のサービスに資すると認められる重要事項を記し

た文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者

の同意を得ることとする。また、説明においては、懇切丁寧に行う

ことを旨とし、利用者又はその家族に対して理解しやすいように説

明を行う。 

（２）事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれて

いる環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するため

の具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画等をサービス

の提供に関わる従事者と共同して、個々の利用者ごとに作成する。 

（３）前号の通所介護計画等において、既に居宅サービス計画又は介護 

予防サービス・支援計画書（以下、「居宅サービス計画等」という） 

が作成されている場合には、当該計画に沿った通所介護計画等を作成

する。 

（４）管理者は通所介護計画等を作成した際には、利用者又はその家族 

にその内容を説明し、文書により同意を受け、交付する。 

（５） 事業所は、サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応 

し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。 

（６） 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の適切な把握 

に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。 

(７) 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者に係る居宅介護 

支援事業者、介護予防支援事業者又は地域包括支援センターが開催 

するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置 

かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状 

況等の把握に努める。 

（８）居宅サービス計画等、サービス担当者会議等の記録その他の通所介 

護等の提供に関する記録の保管方法については、利用者の人権やプラ 

イバシー保護の為、施錠できる書庫に整理して保管する。 
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(９) 居宅サービス計画等の作成後においても、当該通所介護計画等の 

実施状況の把握を行い、必要に応じて当該通所介護計画等の変更を 

行う。 

（利用料金等） 

第９条 通所介護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣又は横浜市長

が定める基準によるものとし、当該通所介護等が法定代理受領サービス

であるときは、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサー

ビス利用料金から、介護保険給付額を差し引いた差額（自己負担分）を

支払うものとする。 

なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要す

る費用の額の算定に関する基準」（平成１２年２月１０日厚生労働省告示

第１９号）によるものとする。 

  ２ 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて送迎を行った場合は、片道 

分１ｋｍごと５０円徴収する場合がある。 

  ３ 食事の提供に要する費用については、６００円を徴収する。 

また、おやつの提供に要する費用については、１００円を別途徴収する。 

４ 急なキャンセルがあった場合については、次の額を徴収する。 

前々日の 17:00 までに連絡がない場合 昼食代の 600 円を徴収する。 

  ５ おむつ代については、尿取りパット・リハビリパンツ・テープ式紙おむ

つを実費分を徴収する。 

  ６ その他、通所介護等において提供される便宜のうち、教養娯楽に係る費

用については実費を徴収する。 

  ７ 前５項の利用料等の支払を受けたときは、利用料とその他の費用（個別

の費用ごとに区分）について記載した領収書を交付する。 

  ８ 通所介護等の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対

し、利用料並びにその他の費用の内容及び金額に関し事前に文書で説明

した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けること

とする。 

  ９ 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家

族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名

（記名押印）を受けることとする。 

  10 法定代理受領サービスに該当しない通所介護等に係る利用料の支払い

を受けた場合は、提供した通所介護等の内容、費用の額その他必要と認

められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付す

る。 

（通常の事業の実施地域） 

第１０条 通常の事業の実施地域は下記の通りとする。 

横浜市保土ヶ谷区狩場町、権太坂 1 丁目、2 丁目、3 丁目、瀬戸ヶ谷町、

霞台､保土ヶ谷 1 丁目、2 丁目、3 丁目、初音ヶ丘、岩
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崎町、法泉 1 丁目､法泉 2 丁目、3 丁目、仏向町、今井

町、桜ケ丘 1 丁目、2 丁目、3 丁目､花見台、月見台、

帷子町 1丁目、西久保町、岩井町、境木本町、境木町 

南区永田北 1丁目、2 丁目、3丁目、永田東 2丁目、3丁目、 

永田台、永田みなみ台､永田山王台、六ッ川 1丁目、2 

丁目、3丁目、芹が谷 3丁目 

戸塚区平戸町、平戸 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 

品濃町 

（衛生管理等） 

第１１条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水につい

て、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるもの

とする。 

   ２ 事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を

講じるとともに、必要に応じて福祉保健センターの助言、指導を求め

るものとする。 

（サービス利用に当たっての留意事項） 

第１２条 利用者は通所介護等の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上

の留意事項、利用当日の健康状態等を通所介護従業者に連絡し、心身

の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。 

（緊急等における対応方法） 

第１３条 通所介護等の提供を行っているときに利用者の病状の急変、その他緊

急事態が生じたときは、速やかに協力病院である（財）育生会横浜病

院に連絡し、搬送等必要な措置を講じるとともに、管理者に報告する。 

   ２ 利用者に対する通所介護等の提供により事故が発生した場合は、横浜

市、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連

絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 

   ３ 利用者に対する通所介護等の提供により賠償すべき事故が発生した

場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。 

（非常災害対策） 

第１４条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するため

の計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を

定め、年２回以上定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものと

する。 

(苦情処理) 

第１５条 通所介護等の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応す

るために、必要な措置を講じるものとする。 

   ２ 事業所は、提供した通所介護等に関し、法第２３条の規定により市町
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村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町

村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力する

とともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は

助言に従って必要な改善を行うものとする。 

   ３ 事業所は、自らが提供したサービスに関し、介護保険法の規定により

市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該

市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情

に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は

助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って行う。 

（個人情報の保護） 

第１６条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」

及び厚生労働省が策定した「医療･介護関係事業者における個人情報

の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努

めるものとする。 

   ２ 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービス

の提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提

供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るもの

とする。 

（虐待防止に関する事項） 

第１７条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講じ

るものとする。 

（１）虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 

（２）利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

（３）その他虐待防止のために必要な措置 

   ２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者（利用者

の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利

用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとす

る。 

（その他運営に関する留意事項） 

第１８条 事業所は、従業者の資質向上のための研修の機会を次のとおり設ける

ものとし、また業務の執行体制についても検証、整備する。 

（１） 採用時研修 採用後６ヶ月以内 

（２） 継続研修 年２回 

   ２ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

   ３ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保

持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持

するべき旨を、従業者と雇用契約の内容とする。 

   ４ 事業所は、通所介護等に関する記録を整備し、その完結の日から５年
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間保存するものとする。 

   ５ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人

育生会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

附則 

この規程は、平成１９年９月１日から施行する。 

この規程は、平成２４年５月１日から施行する。 

この規程は、平成２７年８月１日から施行する。 

この規程は、令和 ２年２月１日から施行する。 

この規程は、令和 ５年７月１日から施行する。 

この規程は、令和 ６年４月１日から施行する。 
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解説 

２０１２年５月１日改定 

不足していたと思われた点に付き、記載内容などを見直し、合わせて現

状との相違点を修正した。 

２０１３年４月１日改定 

横浜市の条例に合わせ、指定通所介護に関する記録を整備し、その完結

の日から２ヶ年を５ヶ年間保存に変更した。 

２０１５年８月１日改定 

介護報酬改正に伴い、利用料の割合等が変更となったため、第９条（利

用料）を変更した。 

   ２０２０年２月１日改定 

    横浜市の指定申請基準に合わせて現在との相違点を修正した。 

   ２０２３年７月１日改定 

    横浜市の指定申請基準に合わせて現在との相違点を修正した。 

２０２４年４月１日改定 

    営業日が変更になったため、 
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利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

事 業 所 又 は 施 設 名 社会福祉法人育生会よつば苑

申請するサービス種類 通所介護、横浜市通所介護相当サービス

措  置  の  概  要 
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１ 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口（連絡先）、担当者の設置 

①  相談・苦情に対する常設の窓口として、相談担当者を置いている。 

また、担当者が不在の時は、基本的な事項については誰でも対応できるようにす 

るとともに、担当者に必ず引き継いでいる。 

②  （電話番号） 045-712-8601     （ＦＡＸ番号） 045-712-8605 

③  （担当者）  通所介護部長 足立 徹 

２ 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

① 苦情があった場合は、ただちに担当者が相手方に電話等により連絡を取り、又は直接

訪問するなどして詳しい事情を聞くとともに、関係する職員に事情を確認する。 

② 担当者が、必要であると判断した場合は、関係職員全員で検討会議を行う。 

（検討会議を行わない場合でも、必ず管理者まで処理結果を報告する。） 

③ 検討の結果、迅速に具体的な対応をする（利用者に謝罪に行くなど）。 

④ 記録を台帳に保管し、再発を防ぐために役立てる。 

３ その他参考事項 

① 毎日朝礼で前日発生した事項について確認し、情報共有する。 

② 連絡帳で情報の共有をする。 

③ 従業者に対する研修を毎月１回行い、ヒヤリ・ハットなど事例検討を行う。 

④ 毎日のサービス状況につての情報共有をする。 


